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（一財）食品産業センター環境委員会 事務局 加藤・渡邊 

TEL:０３-３２２４-２３８４／FAX:０３-３２２４-２３９８ 

Mail：m-kato@shokusan.or.jp 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

賛助会員各位 

 

日頃より(一財)食品産業センター 環境委員会の活動にご理解とご協力賜り誠にありがとう

ございます。 

 

配信記事  

環境省・農林水産省では、今回の食品廃棄物の不適正な転売事案の発生を受け、食品循環資源の

再生利用等の的確な実施の確保のための食品関連事業者が取り組むべき措置の指針（判断基準省令）

について審議会で審議を行い、答申がなされたところです。 

つきましては、食品関連事業者が取り組むべき措置の指針（判断基準省令）の改定及び食品関

連事業者向けガイドラインについて、環境省・農林水産省のご担当者よりご説明をいただきます

ので、是非とも参加いただきますようお願いいたします。 

 参加をご希望される方は、添付裏面の申し込み用紙にて平成２８年１１月１１日（金）までに FAX

にてお申込みください。  

なお、定員（７0名程度）が超過した場合には、ご参加いただけない場合や人数調整をさせてい

ただく場合がございます事をご承知おきください。 

 応募の詳細は、別紙のとおりです。奮ってご応募下さい。 

 

※環境委員ニュースは、メール又は FAXで配信しています。FAX版は、添付資料等により送付数が多

くなることや、内容を当方より指定させていただいたＵＲＬにて別途ご確認をお願いすることがご

ざいます。そのため、出来るだけメール配信といたしたく考えます。現在、FAXで配信させていただ

いている方で、メール配信にご変更いただける方は、事務局までご連絡をお願いします。 

http://www.shokusan.or.jp/kankyo/committee/index.html


 

平成２８年度「食品廃棄物等の不正転売防止について」の説明会開催のご案内 

 

一般財団法人 食品産業センター 

環境委員会 委員長 白土 元嗣 

会 員 各 位 

 

 日頃より（一財）食品産業センター環境委員会の活動にご理解とご協力賜り誠にありがとうござ

います。 

さて、環境省・農林水産省では食品廃棄物の不適正な転売事案の発生を受け、食品循環資源

の再生利用等の的確な実施の確保のための食品関連事業者が取り組むべき措置の指針（判断基準

省令）について審議会で審議を行い、答申がなされたところです。 

今回の説明会では、食品関連事業者が取り組むべき措置の指針（判断基準省令）の改定及び食

品関連事業者向けガイドラインについて環境省・農林水産省のご担当者より説明をしていただき

ますので、関係者の方々には是非ご参加いただきますようお願いいたします。 

 参加をご希望される方は、添付裏面の申し込み用紙にて平成２８年１１月１１日（金）までに

FAXにてお申込みください。  

なお、定員（７0名程度）が超過した場合には、ご参加いただけない場合や人数調整をさせてい

ただく場合がございます事をご承知おきください。 

記 

【開催日】   平成２８年１１月１７日（木）  参加費 ： 無 料 

【場  所】   味覚糖UHA溜池山王カンファレンスセンターカンファレンスルーム４A 

     http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-uha-tameikesanno/ 

【セミナープログラム】 

受 付：１２：３０～ 

挨 拶：１３：００～   理事長 村上秀德 

開 催：第１部 １３：１０～１３：４０ 

： 第２部 １３：５0～１４：20 

  質疑応答 １４：20～１４：50 

終 了：１５：００（予定） 

 

講 演 内 容 所要時間 

第 １ 部  

テーマ ： 
食品関連事業者が取り組むべき措置の指針（判断基準省令）の

改定及び食品関連事業者向けガイドラインについて 
３０分 

講 師 ： 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室   

休   憩 １0分 

第 ２ 部   

テーマ ： 食品ロス及び食品リサイクルをめぐる状況について ３０分 

講 師 ： 農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課    

質疑応答 ３0分 



 

   11/17「食品廃棄物等の不正転売防止について」 
説 明 会 申 込 方 法 

 
ご参加希望の方は、下記に必要事項をご記入いただきFAXにて事務局までお申込みください。 

    締め切りは平成 28年 11月 11日（金）です。 

    参加費は無料です。 

    後日、事務局より参加証を FAXにて送付いたします。 

    開催日前日までに参加証が届かない場合は、事務局までお問い合わせください。 

    当日は、参加証をご持参いただき、受付へご提出ください。 

 

セ ミ ナ ― 参 加 申 込 書 

（一財）食品産業センター 技術環境部 食品廃棄物等の不正転売防止について」の説明会担当 行き 

ＦＡＸ ０３-３２２４-２３９７/２３９８ 平成２８年   月   日 

ご出席者名 
（フリガナ） 

団体名又は企業名 
部署名 

 

住   所 
〒 

連 絡 先 ＴＥＬ： 

参加証送付先 ＦＡＸ： 

 

個人情報の

取扱いに 

関する事項 

当センターは、本申込書に記載いただく個人情報

を、下記の目的以外に利用することはありませ
ん。ご同意いただいた上、お申込みください。 
① 本説明会の参加者登録に使用します。 

② 当センターの開催セミナー等をご案内する
先として、当センターが利用させていただ
くことがあります。 

 

■お問い合わせ先―――――――――――――― 

（一財）食品産業センター 技術環境部  

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-9-13 三会堂ビル３階 

TEL 03-3224-2384／2390（加藤・渡邊） 

http://www.shokusan.or.jp/ 


